
平成 28 年予備試験 民法 問題文 

 1 

平成 28 年予備試験 民法 
問 題 文  

 次の文章を読んで，後記の〔設問〕に答えなさい。 
 

【事実】 
１．Ａは，自宅の一部を作業場として印刷業を営んでいたが，疾病により約３年間休

業を余儀なくされ，平成２７年１月１１日に死亡した。Ａには，自宅で同居してい
る妻Ｂ及び商社に勤務していて海外に赴任中の子Ｃがいた。Ａの財産に関しては，
遺贈により，Ａの印刷機械一式（以下「甲機械」という。）は，学生の頃にＡの作
業をよく手伝っていたＣが取得し，自宅及びその他の財産は，Ｂが取得することと
なった。 

２．その後，Ｂが甲機械の状況を確認したところ，休業中に数箇所の故障が発生して
いることが判明した。Ｂは，現在海外に赴任しているＣとしても甲機械を使用する
つもりはないだろうと考え，型落ち等による減価が生じないうちに処分をすること
にした。 

  そこで，Ｂは，平成２７年５月２２日，近隣で印刷業を営む知人のＤに対し，甲
機械を５００万円で売却した（以下では，この売買契約を「本件売買契約」とい
う。）。この際，Ｂは，Ｄに対し，甲機械の故障箇所を示した上で，これを稼働させ
るためには修理が必要であることを説明したほか，甲機械の所有者はＣであるこ
と，甲機械の売却について，Ｃの許諾はまだ得ていないものの，確実に許諾を得ら
れるはずなので特に問題はないことを説明した。同日，本件売買契約に基づき，甲
機械の引渡しと代金全額の支払がされた。 

３．Ｄは，甲機械の引渡しを受けた後，３０万円をかけて甲機械を修理し，Ｄが営む
印刷工場内で甲機械を稼働させた。 

４．Ｃは，平成２７年８月に海外赴任を終えて帰国したが，同年９月２２日，Ｂの住
む実家に立ち寄った際に，甲機械がＢによって無断でＤに譲渡されていたことに気
が付いた。そこで，Ｃは，Ｄに対し，甲機械を直ちに返還するように求めた。 

  Ｄは，甲機械を取得できる見込みはないと考え，同月３０日，Ｃに甲機械を返還
した上で，Ｂに対し，本件売買契約を解除すると伝えた。 

  その後，Ｄは，甲機械に代替する機械設備として，Ｅから，甲機械の同等品で稼
働可能な中古の印刷機械一式（以下「乙機械」という。）を５４０万円で購入し
た。 

５．Ｄは，Ｂに対し，支払済みの代金５００万円について返還を請求するとともに，
甲機械に代えて乙機械を購入するために要した増加代金分の費用（４０万円）につ
いて支払を求めた。さらに，Ｄは，Ｂ及びＣに対し，甲機械の修理をしたことに関
し，修理による甲機械の価値増加分（５０万円）について支払を求めた。 

  これに対し，Ｂは，本件売買契約の代金５００万円の返還義務があることは認め
るが，その余の請求は理由がないと主張し，Ｃは，Ｄの請求は理由がないと主張し
ている。さらに，Ｂ及びＣは，甲機械の使用期間に応じた使用料相当額（２５万
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円）を支払うようＤに求めることができるはずであるとして，Ｄに対し，仮にＤの
請求が認められるとしても，Ｄの請求が認められる額からこの分を控除すべきであ
ると主張している。 

 
〔設問〕 

  【事実】５におけるＤのＢに対する請求及びＤのＣに対する請求のそれぞれにつ
いて，その法的構成を明らかにした上で，それぞれの請求並びに【事実】５におけ
るＢ及びＣの主張が認められるかどうかを検討しなさい。 
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解 説  

第１ 甲機械に代えて乙機械を購入するために要した増加代金分の費用（40 万円）に
ついて 

  ＤのＢに対する請求の根拠は，履行不能に基づく損害賠償請求（415Ⅰ）であ
る。 

  問題となる要件は，損害（又は因果関係）だろう。 
  Ｄは，甲機械に代えて乙機械を購入するために要した増加代金分の費用 40 万円

が損害であるとしているが，もともと甲機械の修理費用として 30 万円を支出する
予定であったことからすれば，10 万円のみが損害であるというべきだろう。 

 ※ 平成 29 年改正前は，他人物売買に関して，561 条が，「前条の場合において，
売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは，買主
は，契約の解除をすることができる。この場合において，契約の時においてその
権利が売主に属しないことを知っていたときは，損害賠償の請求をすることがで
きない。」と規定し，悪意の買主の損害賠償請求を否定していた。もっとも，判
例は，他人物売買であることに悪意である場合であっても，415 条に基づく損害
賠償請求は可能であるとしていた（最判昭 41.9.8【百選Ⅱ49】）。 

   ただし，このように考えると，561 条が無用となってしまうおそれがあること
から，学説上は，売主が権利の移転を買主に保証していたような事案に限り，債
務不履行に基づく損害賠償請求を認めようとするものがあった。出題趣旨の「特
に，他人物売買であることについて買主が悪意であるが，売主から確実に権利を
移転することができると説明されていた点をどのように評価するか」との指摘
は，この学説を意識したものであると考えられる。 

   平成 29 年改正後は，帰責事由の有無（415Ⅰただし書）の判定に際し，当事者
間のリスク分配という視点から，上記議論が引き継がれるとの指摘がある。 

 
第２ 甲機械の修理による甲機械の価値増加分（50 万円）について 
１ ＤのＢに対する請求 
  請求の根拠は，不当利得返還請求（703，704）である。必要費償還請求（196

Ⅰ）も考えられるが，その場合請求額は実際に支出した 30 万円に限られることに
なるから，Ｄの請求の全てを基礎付けることができない。 

  しかし，Ｂは，甲機械の所有者ではないから，甲機械の価値増加分の「利益」が
ない。 

  したがって，ＤのＢに対する請求は認められない。 
２ ＤのＣに対する請求 
  請求の根拠は，やはり不当利得返還請求である。 
  問題は，Ｃに対して 50 万円の請求が認められるかである。 
  Ｄが支出した額が 30 万円であるのに対して，Ｃに生じている利得が 50 万円であ

る場合，請求の範囲についていかに解すべきか。 
  このような場合，投下された権利が他人の物のために「利用されたこと」自体が

他人の「受益」であって，物の価値の増大が「受益」となるのではないとされる
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（例えば，必要費償還請求を定める 196 条１項は，物の価値の増加を問題としてい
ない。）。 

  したがって，30 万円に限られることになる。 
 ※ 学説上は，そもそもこのようなケースでは必要費償還請求という特則があるの

だから，不当利得の一般規定は適用されないと指摘されている。 
   そのため，このような不当利得（費用利得と呼ばれる。）が問題となるケース

は非常に限定的であることになる（例えば，自分の水田上にまかれた農薬が突風
に流されて，隣の水田にほとんど散布される結果となったという場合）。 

 
第３ 甲機械の使用期間に応じた使用料相当額（25 万円）について 
１ ＤのＢに対する返還義務 
  平成 29 年改正前，他人の権利の売買において，売主がその売却した権利を買主

に移転することができないときは，解除が認められていた（改正前 561）。そし
て，判例は，改正前 561 条で売買契約が解除された場合，買主は売主に対して，目
的物の使用利益の返還義務を負うとしていた（最判昭 51.2.13【百選Ⅱ45】，以下
「昭和 51 年判決」という。）。 

  これは，平成 29 年改正後も，契約が債務不履行解除された場合に同様に妥当す
ると解されている。  

  したがって，Ｄは，Ｂに対して，25 万円を返還しなければならない。 
２ ＤのＣに対する返還義務 
  Ｄは，他人物売買であることに悪意の占有者であるから，所有者であるＣに対し

ても，目的物の使用利益の返還義務を負うことになる（190）。 
  しかし，このように，買主に二重の負担を強いる結果となるのは妥当ではないと

指摘されている。そのため，この点については何らかの調整が必要となろう（例え
ば，昭和 51 年判決は買主が善意のケースであるから，買主が悪意のケースは射程
外であるとし，ＤはＣに対してしか返還義務を負わない，又は，Ｄは，Ｂ若しくは
Ｃのいずれか一方に対して使用利益を返還すれば，返還義務を免れるなどとするこ
とが考えられる。）。 

 

〔出題の趣旨〕 
  本設問は，①他人物売買において売主が権利を買主に移転することができな

かったことを理由に買主が契約を解除した場合に，買主は，売主に対してどの
ような請求をすることができるか（特に，他人物売買であることについて買主
が悪意であるが，売主から確実に権利を移転することができると説明されてい
た点をどのように評価するか，），②他人物売買が解除された場合に，買主と目
的物の所有者との間では，どのような清算をするのが相当か，さらには，③こ
れらの検討を通じて，他人物売買の売主，買主，目的物の所有者の三者間の利
害調整をいかにして図るのが相当かを問うものであり，これにより，幅広い法
的知識や，事案に即した分析能力，論理的な思考力があるかどうかを試すもの
である。 
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模 範 答 案  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

第１ ＤのＢに対する請求について 
１ 支払済みの代金５００万円についての返還請求について 
  甲機械は，ＡがＣに対して遺贈した（９６４条，９８５条１項）もの

であり，その所有権はＣにあるから，本件売買契約は他人物売買（５６
１条）に当たる。 

  そして，Ｃは，Ｄに対し，甲機械を直ちに返還するように求めている
から，もはやＢはＤに対してその所有権を取得して移転させることはで
きないといえ（４１２条の２第１項），Ｄは，Ｂに対して，履行不能解
除をすることができる（５４２条１項１号，５４３条）。 

  上記請求は，解除による原状回復請求（５４５条１項本文）としてな
されたものであり，Ｂが本件売買契約の代金５００万円の返還義務があ
ることは認めているように，この請求は認められる。 

２ 甲機械に代えて乙機械を購入するために要した増加代金分の費用（４
０万円）について 

 ⑴ 売主が，その責めに帰すべき事由により当該権利を取得して買主に
移転することができなかったときは，買主は，債務不履行の一般原則
（４１５条）に従って，損害の賠償を請求することができる。 

   本問では，ＢはＤに対して甲機械の所有権を移転することができて
いないから履行不能であり（同条１項本文），また，Ｃに確認するこ
ともなく，軽率にも確実に処分に関する許諾が得られるであろうと判
断し，本件売買契約を締結しているから，帰責事由（同項ただし書）
も認められる。なお，確かに，Ｄは，甲機械の所有者はＣであるこ

と，甲機械の売却について，Ｃの許諾はまだ得ていないことをＢから
伝えられており，甲機械の所有権を取得できないリスクを認識してい
た。もっとも，確実に許諾を得られるはずなので特に問題はないとも
伝えられていたから，甲機械の所有権の取得にかかるリスクは，Ｂが
引き受けていたものと認められる。そのため，上記Ｄのリスク認識
は，帰責事由の不存在を基礎づけるには足りず，あくまでも過失相殺
（４１８条）の判断の中で考慮されるにすぎない。 

   したがって，ＤはＢに対して損害賠償請求をすることができる（４
１５条１項，同条２項３号）。 

 ⑵ もっとも，「損害」額は１０万円に限られるべきである。 
   「損害」とは，債務不履行がなかったならあったであろう財産状態

と現在の財産状態との差額をいうところ，Ｂは，Ｄに対し，本件売買
契約の際に甲機械には故障がある旨，これを稼働させるためには修理
が必要である旨を説明しており，売買代金５００万円はもちろんのこ
と，甲機械の修理費である３０万円をＤが負担することが予定されて
いたといえる。そうすると，本件売買契約が履行不能になることによ
り，ＤがＥから乙機械を５４０万円で購入せざるを得なくなったこと
によって被った「損害」は，その差額である１０万円となる。 

   したがって，Ｄは，１０万円の限度で上記請求をなし得る。 
３ 甲機械の修理による甲機械の価値増加分（５０万円）について 
  これは，Ｄが甲機械の修理費３０万円を支出し（「損失」），それによ

って甲機械の価値が増加したこと（「利益」）を理由とする不当利得に基

 

２ 

１ 
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第２ ＤのＣに対する請求について 
１ 法的構成及び請求の当否 
  ＤのＣに対する請求も，不当利得返還請求を根拠とするものである。 
  しかし，Ｄが支出した甲機械の修理費は３０万円であるから，「損

失」はその限度でしか認められない。 
  本来ＤのＣに対する請求は必要費償還請求によって基礎付けられるべ

きであり，その場合の請求額が実際に支出した費用（３０万円）の限度
であることからも，そのように解すべきである。 

  Ｄには，３０万円の限度で「損失」があり，一方で，Ｃには「利益」
があり，両者の間の因果関係も認められる。また，Ｃの「利益」には
「法律上の原因」がないから，ＤはＣに対して３０万円の限度で，上記
請求をなし得る。 

２ Ｃの主張の当否 
  ＣもＢと同様の主張をしているが，これは果実返還請求権（１９０条

１項）を根拠とするものである。上記のように，Ｄは，甲機械が他人
（Ｃ）所有であって，本件売買契約によって所有権の移転を受けられな
いことを知っていたから，「悪意の占有者」である。 

  したがって，「果実」の「返還」をしなければならないから，Ｃの主
張は認められる。ただし，ＤはＢ又はＣのいずれか一方に対して支払え
ば免責されることは，上記のとおりである。 

３ Ｄの請求の当否 
  Ｄは，Ｃに対して，５万円の支払を請求することができる。以 上 

づく返還請求を法的根拠とするものである（７０３条，７０４条）。必
要費償還請求（１９６条１項）も法的根拠として考えられるが，その場
合請求額は実際に支出した３０万円に限られることになるから，Ｄの請
求の全てを基礎付けることができない。 

  しかし，いずれにしても，甲機械の所有権はＣに帰属し，甲機械は既
にＣに返還されているから，Ｂには「利益」が存在しない。 

  したがって，上記請求は認められない。 
４ Ｂの主張の当否 
  Ｂは，甲機械の使用期間に応じた使用料相当額（２５万円）をＤの請

求額から控除するよう主張しているが，これは，債務不履行解除（履行
不能解除）に伴う原状回復義務を根拠とするものである（５４５条１
項，３項参照）。この点について，Ｂは甲機械の所有権を有しないもの
の，原状回復義務は契約当事者間に生じるものであるから，所有権の存
否とは関係がない。 

  したがって，Ｂの主張は認められる。 
  ただし，Ｄは，下記のようにＣに対しても使用料相当額を返還しなけ

ればならないから，二重払の危険を負うことになる。そのため，いずれ
か一方に対してこれを支払えば（いずれか一方との関係で控除されれ
ば），支払義務を免れると解すべきである。法的構成としては一種の不
真正連帯債権であると解すればよい。 

５ Ｄの請求の当否 
  Ｄは，Ｂに対して，４８５万円の支払を請求することができる。 

３ 

４ 
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